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社

会

保

障

国

民

会

議

の

給

付

付

き

税

額

控

除

等

に

関

す

る

実

務

者

会

議

（

議

長

＝

小

野

寺

五

典

自

民

党

税

制

調

査

会

長

）

は

５

月

�

日

、

�

回

目

の

会

合

を

開

催

し

た

。

こ

の

中

で

、

夏

前

を

目

指

す

中

間

取

り

ま

と

め

に

向

け

た

議

論

の

整

理

が

行

わ

れ

、

①

政

策

目

的

、

②

制

度

設

計

、

③

執

行

等

の

三

つ

の

観

点

か

ら

の

給

付

付

き

税

額

控

除

の

イ

メ

ー

ジ

が

示

さ

れ

た

。

こ

の

う

ち

、

③

で

は

、

早

期

か

つ

円

滑

に

実

施

が

で

き

る

よ

う

既

存

の

情

報

イ

ン

フ

ラ

で

把

握

さ

れ

る

情

報

を

活

用

し

、

給

付

に

一

本

化

し

て

、

所

得

に

連

動

し

た

決

め

細

か

な

支

援

を

実

現

す

る

と

し

て

お

り

、

支

援

は

「

給

付

付

き

税

額

控

除

」

と

す

る

の

で

は

な

く

、

単

な

る

「

給

付

」

と

す

る

方

針

が

打

ち

出

さ

れ

た

。

　

総

務

省

は

５

月

�

日

、

ふ

る

さ

と

納

税

の

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

（

Ｐ

Ｓ

）

運

営

事

業

者

ら

で

組

織

す

る

一

般

社

団

法

人

ふ

る

さ

と

納

税

協

会

を

通

じ

て

同

会

の

会

員

企

業

に

対

し

て

Ｐ

Ｓ

手

数

料

の

引

下

げ

を

要

請

し

、

対

応

方

針

を

８

月

末

ま

で

に

回

答

す

る

よ

う

求

め

た

。

　

こ

れ

に

先

立

ち

、

同

省

は

Ｐ

Ｓ

経

由

の

ふ

る

さ

と

納

税

の

寄

附

金

受

入

額

１

兆

２

０

２

５

億

円

に

占

め

る

実

質

的

な

手

数

料

に

相

当

す

る

部

分

の

割

合

が

�

・

５

％

に

上

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

い

た

（

５

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

　

５

月

�

日

の

閣

議

後

会

見

で

、

林

芳

正

総

務

相

は

こ

の

件

に

関

し

て

「

望

ま

し

い

手

数

料

水

準

に

つ

い

て

総

務

省

と

し

て

は

言

及

し

な

い

が

、

各

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

運

営

事

業

者

は

、

ふ

る

さ

と

納

税

の

制

度

趣

旨

や

令

和

８

年

度

税

制

改

正

の

趣

旨

に

つ

い

て

十

分

に

ご

理

解

い

た

だ

き

、

改

め

て

、

ふ

る

さ

と

納

税

と

し

て

受

け

入

れ

た

寄

附

金

は

税

制

上

の

控

除

を

利

用

し

て

集

め

ら

れ

た

公

金

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

踏

ま

え

て

、

自

治

体

の

費

用

負

担

の

軽

減

が

図

ら

れ

る

よ

う

、

速

や

か

に

手

数

料

の

引

下

げ

に

取

り

組

ん

で

い

た

だ

き

た

い

と

考

え

て

い

る

」

と

述

べ

た

。

　

実

施

に

当

た

っ

て

の

政

策

目

的

に

つ

い

て

は

、

諸

外

国

と

の

比

較

を

通

じ

て

純

負

担

率

（

税

と

社

会

保

険

料

の

合

計

額

か

ら

児

童

手

当

等

の

現

金

給

付

を

差

し

引

き

世

帯

年

収

で

割

っ

た

数

字

）

の

改

善

の

必

要

性

が

明

ら

か

に

な

っ

た

中

低

所

得

の

現

役

勤

労

者

に

着

目

。

こ

れ

ら

の

者

の

負

担

軽

減

を

通

じ

、

所

得

に

応

じ

て

こ

れ

ま

で

よ

り

も

一

層

手

取

り

が

増

え

る

よ

う

に

す

る

と

と

も

に

、

い

わ

ゆ

る

年

収

の

壁

な

ど

に

よ

る

働

き

控

え

を

緩

和

す

る

こ

と

を

通

じ

た

就

労

促

進

を

図

り

、

個

人

が

将

来

に

対

し

て

希

望

を

持

て

る

よ

う

に

す

る

こ

と

を

目

指

す

。

非

勤

労

者

へ

の

支

援

に

は

言

及

が

な

い

。

　

具

体

的

な

制

度

設

計

は

図

の

と

お

り

。

　

支

援

は

一

定

以

上

の

勤

労

性

の

収

入

が

あ

る

者

を

対

象

と

し

、

非

課

税

ラ

イ

ン

ま

で

は

定

額

。

非

課

税

ラ

イ

ン

か

ら

一

定

の

所

得

ま

で

は

勤

労

性

の

所

得

に

応

じ

て

逓

増

す

る

形

と

し

、

一

定

の

所

得

に

達

す

る

と

、

い

っ

た

ん

横

ば

い

に

。

さ

ら

に

総

所

得

が

大

き

く

な

る

と

逓

減

し

始

め

、

最

終

的

に

は

消

失

す

る

。

子

育

て

世

帯

に

は

支

援

額

の

加

算

や

所

得

金

額

の

上

限

引

上

げ

を

検

討

す

る

。

　

支

援

が

消

失

す

る

所

得

水

準

は

純

負

担

率

の

国

際

比

較

等

を

参

照

し

な

が

ら

設

定

す

る

と

し

て

お

り

、

諸

外

国

で

は

お

お

む

ね

平

均

年

収

の

�

％

前

後

で

支

援

が

消

失

す

る

と

い

う

。

な

お

、

国

税

庁

が

公

表

し

て

い

る

民

間

給

与

実

態

統

計

調

査

に

よ

る

と

、

令

和

６

年

に

１

年

を

通

じ

て

勤

務

し

た

給

与

所

得

者

の

平

均

給

与

は

４

７

８

万

円

だ

っ

た

。

　

給

与

所

得

者

や

子

育

て

世

帯

、

若

い

世

代

の

み

が

対

象

と

な

る

わ

け

で

は

な

く

、

自

営

業

者

で

あ

っ

た

り

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

、

単

身

者

、

高

齢

者

（

就

労

し

、

純

負

担

率

が

現

役

並

み

の

中

低

所

得

高

齢

者

）

も

対

象

と

す

る

。

　

支

援

は

世

帯

単

位

で

は

な

く

、

個

人

単

位

を

ベ

ー

ス

と

す

る

が

、

複

雑

な

制

度

設

計

は

避

け

な

が

ら

、

世

帯

の

う

ち

配

偶

者

の

所

得

を

勘

案

す

る

一

定

の

例

外

を

設

け

る

こ

と

も

検

討

す

る

。

支

援

額

に

影

響

す

る

所

得

に

金

融

所

得

を

勘

案

す

る

か

ど

う

か

に

つ

い

て

は

、

実

務

的

環

境

等

が

整

い

次

第

対

応

す

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

執

行

等

に

関

し

て

は

、

支

援

を

給

付

に

一

本

化

す

る

方

針

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

そ

の

理

由

と

し

て

、

令

和

５

年

の

経

済

対

策

に

基

づ

き

実

施

さ

れ

た

「

給

付

金

・

定

額

減

税

一

体

措

置

」

で

、

自

治

体

を

は

じ

め

と

す

る

実

施

主

体

の

負

担

が

大

き

か

っ

た

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

て

お

り

、

減

税

と

給

付

を

組

み

合

わ

せ

る

こ

と

や

見

込

み

と

確

定

の

二

段

階

で

給

付

を

行

う

仕

組

み

と

は

し

な

い

と

明

記

し

た

。

税

額

控

除

と

組

み

合

わ

せ

る

と

制

度

が

複

雑

化

し

、

中

小

企

業

を

含

め

て

事

業

者

等

の

事

務

負

担

も

重

く

な

っ

て

し

ま

う

。

　

海

外

で

は

イ

ギ

リ

ス

や

フ

ラ

ン

ス

も

か

つ

て

は

税

額

控

除

と

給

付

を

組

み

合

わ

せ

て

い

た

が

、

現

在

は

給

付

に

一

本

化

し

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ６ １

第３７００号
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税

関

が

金

密

輸

対

策

の

周

知

の

た

め

、

６

月

に

公

開

さ

れ

る

映

画

「

マ

ジ

カ

ル

・

シ

ー

ク

レ

ッ

ト

・

ツ

ア

ー

」

と

タ

イ

ア

ッ

プ

す

る

と

し

て

い

る

。

こ

の

映

画

は

平

凡

な

日

常

を

送

る

主

婦

ら

３

人

が

、

思

い

が

け

ず

金

の

密

輸

に

手

を

染

め

て

い

く

様

子

を

描

い

た

オ

リ

ジ

ナ

ル

ス

ト

ー

リ

ー

と

い

う

。

女

優

さ

ん

が

金

塊

を

か

じ

る

姿

を

使

っ

た

Ｐ

Ｒ

ポ

ス

タ

ー

は

、

か

な

り

目

を

引

く

★

国

税

で

い

え

ば

、

東

京

国

税

局

の

女

性

調

査

官

が

「

脱

税

の

上

に

成

り

立

つ

幸

せ

は

認

め

な

い

」

と

、

飛

び

抜

け

た

能

力

を

武

器

に

、

悪

徳

脱

税

者

を

一

刀

両

断

す

る

と

い

う

テ

レ

ビ

ド

ラ

マ

が

、

つ

い

最

近

話

題

と

な

っ

た

★

各

地

で

は

「

ト

ク

リ

ュ

ウ

」

な

る

も

の

が

蔓

延

し

、

警

察

組

織

も

対

応

し

て

い

る

が

被

害

は

後

を

絶

た

な

い

。

金

密

輸

、

脱

税

、

そ

の

他

の

犯

罪

、

い

ず

れ

も

世

の

中

の

複

雑

化

に

伴

い

巧

妙

化

も

進

む

。

そ

の

抑

止

に

は

効

果

的

な

Ｐ

Ｒ

も

必

要

だ

ろ

う

。

（

Ｙ

）

　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

令

和

７

年

分

所

得

税

等

お

よ

び

個

人

事

業

者

の

消

費

税

の

確

定

申

告

状

況

を

公

表

し

た

。

７

年

分

の

申

告

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

の

確

定

申

告

書

を

提

出

し

た

人

は

、

前

年

比

０

・

６

％

増

の

２

３

５

３

万

５

０

０

０

人

と

増

加

し

た

。

そ

の

う

ち

申

告

納

税

額

の

あ

る

人

（

納

税

人

員

）

は

、

同

�

・

３

％

増

の

６

２

７

万

６

０

０

０

人

、

そ

の

所

得

金

額

は

、

同

７

・

４

％

増

の

�

兆

９

６

１

７

億

円

、

申

告

納

税

額

は

、

同

６

・

６

％

増

の

４

兆

６

８

９

７

億

円

だ

っ

た

。

こ

れ

は

、

前

年

分

の

定

額

減

税

に

よ

り

納

税

額

が

生

じ

な

い

人

が

一

定

数

い

た

こ

と

に

よ

る

影

響

が

は

く

落

し

た

こ

と

と

、

地

価

や

金

地

金

の

上

昇

で

譲

渡

所

得

が

増

加

し

た

こ

と

な

ど

に

よ

っ

て

所

得

金

額

と

申

告

納

税

額

が

増

加

し

た

と

み

ら

れ

る

。

　

土

地

等

の

譲

渡

所

得

（

総

合

譲

渡

を

含

む

）

を

申

告

し

た

人

は

、

同

４

・

１

％

増

の

�

万

２

０

０

０

人

で

、

そ

の

う

ち

、

所

得

金

額

が

あ

る

人

（

有

所

得

人

員

）

は

、

土

地

や

金

地

金

の

取

引

価

格

が

上

昇

し

た

こ

と

か

ら

同

４

・

７

％

増

の

�

万

６

０

０

０

人

と

、

現

在

の

集

計

方

法

に

な

っ

た

平

成

�

年

以

降

で

最

も

多

く

、

所

得

金

額

も

同

６

・

８

％

増

の

６

兆

９

３

９

４

億

円

と

５

年

連

続

で

増

加

し

、

�

年

以

降

で

最

高

額

だ

っ

た

。

　

株

式

等

の

譲

渡

所

得

の

申

告

を

し

た

人

は

、

同

２

・

５

％

減

の

１

１

５

万

２

０

０

０

人

で

、

そ

の

う

ち

有

所

得

人

員

は

、

同

０

・

２

％

増

の

�

万

７

０

０

０

人

と

微

増

。

前

年

分

の

所

得

金

額

は

、

株

式

等

譲

渡

益

課

税

が

申

告

分

離

課

税

方

式

に

一

本

化

さ

れ

た

�

年

以

降

の

過

去

最

高

額

だ

っ

た

が

、

今

年

分

は

、

同

�

・

２

％

減

の

６

兆

８

６

０

３

億

円

減

少

。

こ

れ

は

、

非

上

場

株

式

の

譲

渡

所

得

金

額

が

�

・

４

％

減

と

大

き

く

減

少

し

た

こ

と

が

影

響

し

て

い

る

よ

う

だ

。

な

お

、

譲

渡

損

失

を

翌

年

以

降

へ

繰

り

越

し

た

人

は

、

同

�

・

６

％

減

の

�

万

７

０

０

０

人

だ

っ

た

。

　

７

年

分

の

個

人

事

業

者

の

消

費

税

の

確

定

申

告

は

、

申

告

件

数

が

前

年

分

よ

り

４

万

８

０

０

０

件

増

加

し

、

同

２

・

２

％

増

の

２

１

６

万

８

０

０

０

件

で

、

こ

の

う

ち

納

税

申

告

件

数

は

、

同

２

・

４

％

増

の

２

０

７

万

７

０

０

０

件

と

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

導

入

以

来

、

年

々

増

加

傾

向

に

あ

る

。

還

付

申

告

件

数

は

、

同

０

・

７

％

減

の

９

万

件

だ

っ

た

。

　

申

告

納

税

額

は

同

５

・

１

％

増

の

８

４

１

６

億

円

と

前

年

分

よ

り

４

１

２

億

円

増

加

し

た

。

な

お

、

７

年

に

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

な

っ

た

個

人

事

業

者

は

、

同

�

・

８

％

減

の

約

�

万

人

だ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

暗

号

資

産

の

取

引

収

入

が

あ

る

「

そ

の

他

の

雑

所

得

」

の

申

告

人

員

は

、

同

�

・

８

％

減

の

６

万

１

０

０

０

人

、

「

そ

の

他

の

雑

所

得

」

の

金

額

は

、

同

�

・

１

％

減

の

１

２

４

１

億

円

と

い

ず

れ

も

減

少

し

た

。

　

　

国

税

庁

は

、

令

和

７

年

分

の

所

得

税

等

確

定

申

告

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

状

況

等

を

ま

と

め

た

。

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

所

得

税

等

の

確

定

申

告

書

を

提

出

し

た

人

は

、

前

年

分

よ

り

�

万

人

多

い

１

８

１

４

万

人

（

前

年

比

４

・

８

％

増

）

で

、

全

体

の

�

・

１

％

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

を

し

た

。

申

告

人

員

の

約

４

人

に

３

人

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

を

し

た

こ

と

に

な

る

。

　

納

税

者

の

う

ち

、

自

宅

か

ら

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

や

各

種

会

計

ソ

フ

ト

を

利

用

し

て

自

宅

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

を

し

た

人

は

、

同

�

・

１

％

増

の

９

４

９

万

人

に

上

り

、

前

年

分

か

ら

１

２

５

万

人

増

加

。

所

得

税

等

の

確

定

申

告

書

の

申

告

人

員

全

体

の

�

・

３

％

が

、

自

宅

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

し

た

。

　

ま

た

、

自

宅

か

ら

ス

マ

ホ

を

使

っ

て

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

し

た

人

は

、

同

�

・

８

％

増

の

４

９

７

万

人

で

、

前

年

よ

り

�

万

人

増

加

し

、

自

宅

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

し

た

人

の

約

半

数

を

占

め

、

身

近

な

デ

バ

イ

ス

を

利

用

し

た

申

告

が

拡

大

。

そ

の

う

ち

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

て

ス

マ

ホ

か

ら

申

告

し

た

人

は

、

同

�

・

２

％

増

の

４

５

５

万

人

で

、

前

年

よ

り

１

０

３

万

人

増

加

し

た

。

　

他

方

、

確

定

申

告

会

場

に

来

場

し

て

申

告

し

た

人

は

、

同

�

・

９

％

減

の

２

１

８

万

人

と

申

告

人

員

全

体

の

１

割

を

下

回

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

確

定

申

告

に

必

要

な

給

与

や

年

金

の

収

入

額

、

医

療

費

の

支

払

額

な

ど

の

デ

ー

タ

を

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

経

由

に

よ

り

一

括

取

得

し

、

自

動

で

入

力

す

る

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

利

用

者

は

、

同

�

・

７

％

増

の

４

０

８

万

人

で

、

前

年

分

よ

り

�

万

人

増

加

し

た

。

　

国

税

庁

は

、

令

和

７

年

分

の

贈

与

税

の

確

定

申

告

状

況

を

公

表

し

た

。

　

贈

与

税

の

申

告

書

の

申

告

人

員

は

、

前

年

比

１

・

２

％

減

の

�

万

８

０

０

０

人

で

、

そ

の

う

ち

、

申

告

納

税

額

が

あ

る

人

（

納

税

人

員

）

は

、

同

２

・

８

％

減

の

�

万

４

０

０

０

人

、

そ

の

申

告

納

税

額

は

、

同

�

・

０

％

増

の

５

０

３

８

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

た

。

申

告

人

員

及

び

納

税

人

員

は

減

少

し

た

が

、

申

告

納

税

額

は

、

暦

年

課

税

の

贈

与

税

の

基

礎

控

除

額

が

現

行

水

準

に

引

き

上

げ

ら

れ

た

平

成

�

年

以

降

で

最

高

額

だ

っ

た

。

１

人

当

た

り

の

納

税

額

は

、

同

�

・

７

％

増

の

１

５

６

万

円

と

増

加

し

た

。

　

令

和

５

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

６

年

１

月

１

日

以

後

、

相

続

時

精

算

課

税

制

度

と

暦

年

課

税

の

見

直

し

が

適

用

さ

れ

、

相

続

時

精

算

課

税

は

、

新

た

に

１

１

０

万

円

基

礎

控

除

が

創

設

さ

れ

る

な

ど

使

い

勝

手

の

向

上

が

図

ら

れ

た

。

こ

れ

に

よ

り

、

相

続

時

精

算

課

税

を

適

用

し

た

申

告

人

員

は

、

前

年

比

０

・

８

％

減

の

７

万

７

０

０

０

人

で

、

大

幅

に

増

加

し

た

前

年

よ

り

１

０

０

０

人

少

な

か

っ

た

。

そ

の

う

ち

、

申

告

納

税

額

が

あ

る

人

は

、

同

�

・

１

％

増

の

７

０

０

０

人

で

、

申

告

納

税

額

は

、

同

�

・

６

％

増

の

８

２

３

億

円

と

過

去

最

高

だ

っ

た

。

１

人

当

た

り

の

申

告

納

税

額

は

、

同

�

・

２

％

増

の

１

２

６

２

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

他

方

、

相

続

前

贈

与

の

加

算

期

間

が

３

年

か

ら

７

年

に

延

長

さ

れ

た

暦

年

課

税

は

、

申

告

人

員

が

同

１

・

３

％

減

の

�

万

１

０

０

０

人

で

、

そ

の

う

ち

、

申

告

納

税

額

が

あ

る

人

は

、

同

３

・

１

％

減

の

�

万

７

０

０

０

人

と

減

少

し

た

が

、

そ

の

申

告

納

税

額

は

、

同

�

・

７

％

増

の

４

２

１

５

億

円

で

、

暦

年

課

税

も

過

去

最

高

だ

っ

た

。

１

人

当

た

り

の

納

税

額

は

、

同

�

・

８

％

増

の

１

３

３

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

住

宅

取

得

等

資

金

の

非

課

税

の

申

告

状

況

を

み

る

と

、

申

告

人

員

は

同

�

・

８

％

増

の

５

万

３

０

０

０

人

、

住

宅

取

得

等

資

金

の

金

額

は

、

同

�

・

１

％

増

の

４

０

２

４

億

円

、

非

課

税

の

適

用

を

受

け

た

金

額

は

、

同

�

・

１

％

増

の

３

７

７

９

億

円

と

い

ず

れ

も

増

加

し

た

。

５

年

末

で

終

了

予

定

だ

っ

た

住

宅

取

得

等

資

金

の

非

課

税

措

置

は

、

６

年

度

改

正

に

よ

り

８

年

末

ま

で

延

長

さ

れ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

令

和

７

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

状

況

等

を

公

表

し

た

。

こ

の

中

で

、

５

年

度

税

制

改

正

で

導

入

が

決

ま

り

、

７

年

分

か

ら

適

用

さ

れ

て

い

る

特

定

の

基

準

所

得

金

額

の

課

税

の

特

例

（

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

措

置

）

の

適

用

状

況

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

７

年

分

で

特

例

の

適

用

が

あ

っ

た

の

は

７

４

４

人

、

特

例

に

よ

り

加

算

さ

れ

た

額

を

含

む

適

用

者

の

申

告

納

税

額

の

合

計

額

は

４

０

７

７

億

円

だ

っ

た

。

特

例

に

よ

っ

て

加

算

さ

れ

た

額

の

み

の

合

計

額

は

公

表

さ

れ

て

い

な

い

が

、

昨

年

�

月

�

日

に

閣

議

決

定

さ

れ

た

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

で

、

特

例

の

現

行

制

度

部

分

の

増

収

見

込

額

が

１

１

３

０

億

円

と

さ

れ

て

い

た

た

め

、

特

例

に

よ

り

加

算

さ

れ

た

額

の

合

計

額

は

１

０

０

０

億

円

規

模

と

推

測

さ

れ

る

。

　

同

特

例

は

、

一

般

に

高

所

得

者

層

ほ

ど

所

得

に

占

め

る

株

式

等

の

譲

渡

所

得

の

割

合

が

高

い

こ

と

や

金

融

所

得

は

多

く

が

分

離

課

税

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

こ

と

等

に

よ

り

、

高

所

得

者

層

で

所

得

税

の

負

担

率

が

低

下

す

る

「

１

億

円

の

壁

」

問

題

に

対

応

す

る

た

め

導

入

さ

れ

た

。

７

年

分

か

ら

（

合

計

所

得

金

額

―

３

億

３

０

０

０

万

円

の

特

別

控

除

額

）

×

�

・

５

％

が

そ

の

人

の

通

常

の

所

得

税

額

を

上

回

る

場

合

に

、

差

額

分

を

追

加

で

申

告

納

税

す

る

形

と

な

っ

て

い

る

。

実

際

の

申

告

実

績

デ

ー

タ

に

当

て

は

め

た

場

合

に

年

間

の

合

計

所

得

金

額

が

�

億

円

程

度

の

人

か

ら

追

加

で

負

担

が

生

じ

る

と

さ

れ

て

い

る

。

所

得

す

べ

て

が

分

離

課

税

（

�

％

）

の

場

合

は

�

億

円

程

度

か

ら

と

な

る

。

　

特

例

導

入

が

決

ま

っ

た

当

時

、

政

府

は

対

象

者

数

を

２

０

０

人

か

ら

３

０

０

人

程

度

と

見

積

も

っ

て

い

た

。

実

際

の

対

象

者

が

増

え

た

の

は

、

そ

の

後

、

株

価

や

地

価

の

上

昇

を

受

け

て

高

額

所

得

者

が

大

幅

に

増

加

し

た

た

め

だ

ろ

う

。

　

国

税

庁

が

公

表

し

て

い

る

統

計

年

報

に

よ

る

と

、

５

年

度

税

制

改

正

大

綱

が

ま

と

ま

っ

た

４

年

�

月

当

時

で

最

新

だ

っ

た

２

年

分

の

申

告

デ

ー

タ

で

�

億

円

超

の

総

所

得

金

額

等

（

�

億

円

を

基

準

と

す

る

区

分

が

な

い

た

め

�

億

円

超

を

用

い

た

）

が

あ

っ

た

人

は

２

５

６

人

。

こ

れ

に

対

し

、

現

在

公

表

さ

れ

て

い

る

最

新

の

申

告

デ

ー

タ

で

あ

る

６

年

分

で

同

様

の

人

は

６

５

０

人

と

な

っ

て

お

り

、

�

億

円

超

の

高

額

所

得

者

は

４

年

で

２

・

５

倍

以

上

に

増

え

た

。

　

特

例

は

８

年

度

税

制

改

正

で

対

象

の

拡

大

等

が

図

ら

れ

、

９

年

分

か

ら

（

合

計

所

得

金

額

―

１

億

６

５

０

０

万

円

の

特

別

控

除

額

）

×

�

％

が

そ

の

人

の

通

常

の

所

得

税

額

を

上

回

る

場

合

に

、

差

額

分

を

追

加

で

申

告

納

税

す

る

形

と

な

る

（

図

参

照

）

。

実

際

の

申

告

実

績

デ

ー

タ

に

当

て

は

め

た

場

合

に

年

間

の

合

計

所

得

金

額

が

６

億

円

程

度

の

人

か

ら

追

加

で

負

担

が

生

じ

、

所

得

す

べ

て

が

分

離

課

税

の

場

合

は

３

億

４

０

０

０

万

円

程

度

か

ら

と

な

る

。

　

政

府

は

９

年

分

か

ら

の

拡

大

で

対

象

者

が

約

２

０

０

０

人

に

な

る

と

見

込

ん

で

い

る

が

、

株

価

や

地

価

の

上

昇

が

続

け

ば

、

こ

れ

を

大

き

く

上

回

る

可

能

性

も

あ

る

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

、

�

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

徴

収

部

長

（

次

長

）

会

議

を

開

催

し

た

。

　

管

理

運

営

部

門

関

係

で

は

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

た

取

組

み

」

に

つ

い

て

議

論

。

ま

た

、

徴

収

部

門

関

係

で

は

、

「

滞

納

の

未

然

防

止

及

び

整

理

促

進

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

　

管

理

運

営

部

門

関

係

の

議

題

の

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

」

に

つ

い

て

は

、

同

庁

が

、

各

年

度

に

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

の

目

標

値

を

設

定

し

、

さ

ま

ざ

ま

な

取

組

み

を

行

っ

て

い

る

。

　

　

特

に

力

を

入

れ

て

い

る

源

泉

所

得

税

は

、

オ

ン

ラ

イ

ン

で

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

利

用

率

に

つ

い

て

、

新

た

に

目

標

値

を

「

８

年

度

ま

で

に

�

・

０

％

」

と

設

定

・

公

表

し

、

税

理

士

や

金

融

機

関

な

ど

の

関

係

者

の

協

力

も

得

な

が

ら

、

関

係

各

部

署

と

連

携

し

て

取

り

組

ん

で

き

た

。

　

な

お

、

７

年

度

の

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

は

、

�

・

４

％

（

速

報

値

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

庁

は

、

国

税

だ

け

で

事

業

者

（

納

税

者

）

に

対

し

て

公

費

支

払

全

体

・

業

務

全

体

の

デ

ジ

タ

ル

化

に

行

動

変

容

を

促

す

に

は

、

効

果

が

限

定

的

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

金

融

庁

や

経

済

産

業

省

な

ど

政

府

関

係

や

地

方

自

治

体

、

関

係

民

間

団

体

、

民

間

企

業

な

ど

関

係

者

間

が

連

携

・

協

調

し

て

い

く

こ

と

を

確

認

し

、

８

事

務

年

度

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

同

庁

と

同

局

で

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

他

方

、

徴

収

部

門

関

係

で

は

、

税

収

が

過

去

最

高

額

を

更

新

し

て

い

る

こ

と

に

伴

い

徴

収

決

定

済

額

も

増

加

し

、

新

規

発

生

滞

納

額

が

増

加

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

「

滞

納

の

未

然

防

止

及

び

整

理

促

進

」

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

　

滞

納

を

発

生

さ

せ

な

い

未

然

防

止

が

重

要

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

、

ま

だ

滞

納

ま

で

に

は

至

っ

て

い

な

い

納

付

期

限

前

後

の

納

税

者

を

対

象

に

、

滞

納

者

の

過

去

の

架

電

履

歴

等

を

分

析

し

、

曜

日

・

時

間

ご

と

に

応

答

予

測

を

す

る

Ａ

Ｉ

コ

ー

ル

リ

ス

ト

を

活

用

し

た

電

話

催

告

を

実

施

し

て

い

く

。

こ

の

ほ

か

、

数

年

前

に

導

入

し

た

Ｐ

Ｄ

発

信

（

あ

ら

か

じ

め

リ

ス

ト

化

し

た

電

話

番

号

に

、

自

動

的

に

複

数

の

顧

客

へ

発

信

を

行

う

架

電

シ

ス

テ

ム

）

も

使

い

、

未

然

防

止

に

努

め

て

い

く

方

針

だ

。

　

ま

た

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

パ

ソ

コ

ン

の

導

入

に

よ

っ

て

判

断

に

困

っ

た

時

な

ど

に

滞

納

現

場

か

ら

局

や

署

に

連

絡

を

取

れ

る

よ

う

に

な

る

ほ

か

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

の

徴

収

シ

ス

テ

ム

に

、

事

案

の

進

行

管

理

が

で

き

る

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

ア

プ

リ

が

入

る

こ

と

か

ら

、

滞

納

整

理

の

効

率

化

が

期

待

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

ア

プ

リ

に

よ

り

、

職

員

１

人

が

担

当

し

て

い

る

多

数

の

滞

納

事

案

に

つ

い

て

、

放

置

さ

れ

て

い

る

も

の

が

な

い

か

、

ま

た

は

、

各

々

の

事

案

の

事

務

量

が

適

切

か

ど

う

か

に

つ

い

て

、

担

当

者

本

人

と

管

理

者

の

双

方

で

確

認

が

可

能

と

な

る

。

　

会

議

で

は

、

こ

う

し

た

Ｇ

Ｓ

Ｓ

と

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

導

入

後

の

体

制

整

備

も

含

め

、

８

事

務

年

度

に

お

い

て

滞

納

残

高

の

圧

縮

に

向

け

て

、

ど

の

よ

う

な

運

営

方

針

で

取

り

組

む

こ

と

と

し

て

い

る

か

に

つ

い

て

、

同

庁

と

同

局

が

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

「

個

人

の

方

が

株

式

等

や

土

地

・

建

物

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

令

和

８

年

度

税

制

改

正

の

あ

ら

ま

し

」

を

公

表

し

た

。

　

株

式

等

に

関

連

し

て

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

に

関

す

る

改

正

、

土

地

・

建

物

等

に

関

連

し

て

居

住

用

財

産

の

譲

渡

に

関

す

る

改

正

、

特

定

の

事

業

用

資

産

の

買

換

え

の

場

合

等

の

譲

渡

所

得

の

課

税

の

特

例

に

関

す

る

改

正

、

優

良

住

宅

地

の

造

成

等

の

た

め

に

土

地

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

の

課

税

の

特

例

に

関

す

る

改

正

、

土

地

・

建

物

等

の

譲

渡

に

関

す

る

そ

の

他

の

改

正

、

暗

号

資

産

に

関

連

し

て

譲

渡

所

得

に

関

す

る

改

正

、

特

定

暗

号

資

産

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

等

の

創

設

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

あ

ら

ま

し

が

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

特

定

暗

号

資

産

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

等

の

創

設

で

は

、

暗

号

資

産

の

譲

渡

に

よ

る

所

得

の

課

税

方

式

の

概

要

図

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

概

要

図

で

は

、

８

年

度

改

正

前

は

暗

号

資

産

の

譲

渡

は

す

べ

て

総

合

課

税

の

対

象

と

な

っ

て

い

た

が

、

改

正

後

は

特

定

暗

号

資

産

の

う

ち

①

暗

号

資

産

取

引

業

者

へ

の

売

委

託

に

よ

る

譲

渡

ま

た

は

②

暗

号

資

産

取

引

業

者

に

対

す

る

譲

渡

は

申

告

分

離

課

税

に

、

①

、

②

以

外

の

譲

渡

は

引

き

続

き

総

合

課

税

と

な

る

。

ま

た

、

特

定

暗

号

資

産

以

外

の

暗

号

資

産

の

譲

渡

も

総

合

課

税

と

な

る

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

特

定

暗

号

資

産

へ

の

分

離

課

税

は

国

会

に

提

出

さ

れ

て

い

る

金

融

商

品

取

引

法

等

の

改

正

案

の

施

行

日

の

属

す

る

年

の

翌

年

１

月

か

ら

適

用

が

始

ま

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

は

５

月

�

日

、

円

滑

な

事

業

再

生

を

図

る

た

め

の

事

業

者

の

金

融

機

関

等

に

対

す

る

債

務

の

調

整

の

手

続

等

に

関

す

る

法

律

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

案

を

公

表

し

、

意

見

募

集

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

）

を

開

始

し

た

。

パ

ブ

コ

メ

は

６

月

�

日

ま

で

。

昨

年

６

月

６

日

に

成

立

し

、

同

年

６

月

�

日

に

公

布

さ

れ

た

同

法

（

通

称

・

早

期

事

業

再

生

法

）

の

施

行

（

公

布

日

か

ら

１

年

６

カ

月

以

内

に

施

行

）

を

前

に

、

制

度

の

Ｑ

＆

Ａ

を

策

定

す

る

。

　

国

内

の

企

業

の

債

務

残

高

は

コ

ロ

ナ

禍

前

に

比

べ

て

大

幅

に

増

加

し

、

足

下

で

は

原

材

料

高

・

人

手

不

足

等

を

受

け

て

倒

産

件

数

が

増

加

傾

向

に

あ

る

。

こ

う

し

た

情

勢

を

踏

ま

え

、

経

済

の

新

陳

代

謝

機

能

を

強

化

す

る

た

め

に

、

経

済

的

窮

境

に

陥

る

お

そ

れ

の

あ

る

事

業

者

が

早

期

で

の

事

業

再

生

に

取

り

組

み

、

事

業

価

値

の

毀

損

や

技

術

・

人

材

の

散

逸

を

回

避

で

き

る

制

度

基

盤

の

整

備

を

目

的

に

同

法

が

制

定

さ

れ

た

。

　

具

体

的

に

は

、

欧

州

各

国

で

は

、

倒

産

手

続

と

は

別

に

、

倒

産

状

態

前

に

裁

判

所

の

認

可

の

下

で

債

権

者

の

多

数

決

に

よ

り

債

務

整

理

を

行

う

制

度

が

存

在

し

て

い

る

が

、

日

本

に

は

存

在

し

て

い

な

か

っ

た

。

こ

の

た

め

、

経

済

産

業

相

の

指

定

を

受

け

た

公

正

な

第

三

者

の

関

与

の

も

と

、

金

融

機

関

等

で

あ

る

債

権

者

の

多

数

決

（

議

決

権

の

総

額

の

４

分

の

３

以

上

の

同

意

等

）

お

よ

び

裁

判

所

の

認

可

に

よ

り

、

金

融

債

務

に

限

定

し

て

、

事

業

者

の

債

務

の

権

利

関

係

の

調

整

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

手

続

を

整

備

す

る

。

　

公

表

さ

れ

た

Ｑ

＆

Ａ

案

は

、

大

き

く

①

早

期

事

業

再

生

手

続

の

主

体

お

よ

び

対

象

、

②

対

象

債

権

者

の

権

利

の

変

更

に

関

す

る

手

続

、

③

確

認

事

業

者

に

係

る

特

例

、

④

私

的

整

理

手

続

か

ら

早

期

事

業

再

生

手

続

へ

移

行

す

る

場

合

、

⑤

経

営

者

保

証

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

利

用

の

五

つ

に

分

け

て

全

１

７

８

の

問

い

と

答

え

で

構

成

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

Ｑ

１

で

は

、

早

期

事

業

再

生

法

の

利

用

が

想

定

さ

れ

る

事

業

者

の

状

態

で

あ

る

「

経

済

的

に

窮

境

に

陥

る

お

そ

れ

」

（

法

１

条

お

よ

び

３

条

１

項

）

と

は

、

ど

の

よ

う

な

状

態

か

と

質

問

。

そ

の

回

答

で

は

、

例

え

ば

、

事

業

者

の

経

理

や

金

融

機

関

の

リ

ス

ク

管

理

等

に

お

い

て

事

業

・

財

務

の

状

況

が

、

２

年

以

内

に

支

払

不

能

に

陥

る

可

能

性

が

高

い

場

合

や

低

い

収

益

ま

た

は

赤

字

の

状

態

が

継

続

し

て

お

り

、

将

来

的

に

元

本

償

還

が

で

き

な

く

な

る

リ

ス

ク

が

あ

る

場

合

（

例

え

ば

、

収

益

か

ら

は

金

利

を

支

払

う

こ

と

が

難

し

い

ま

た

は

収

益

か

ら

か

ろ

う

じ

て

金

利

を

支

払

え

る

状

況

が

継

続

し

て

い

る

場

合

や

収

益

の

ほ

か

に

資

産

を

切

り

崩

し

て

金

利

支

払

い

や

元

本

償

還

を

実

施

し

て

い

る

場

合

等

）

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

判

断

さ

れ

る

場

合

が

挙

げ

ら

れ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

中

小

企

業

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

「

小

規

模

事

業

者

の

『

稼

ぐ

力

』

の

強

化

に

向

け

た

諸

課

題

に

関

す

る

検

討

会

」

の

中

間

と

り

ま

と

め

を

公

表

し

た

。

　

小

規

模

事

業

者

の

現

状

や

課

題

を

踏

ま

え

、

具

体

的

な

施

策

の

方

向

性

に

つ

い

て

と

り

ま

と

め

て

い

る

。

　

小

規

模

企

業

振

興

基

本

計

画

（

令

和

７

年

３

月

閣

議

決

定

）

で

は

、

小

規

模

事

業

者

に

お

い

て

も

賃

上

げ

の

好

循

環

を

実

現

す

る

た

め

に

、

経

営

力

を

向

上

さ

せ

、

こ

れ

ま

で

以

上

に

「

稼

ぐ

力

」

を

高

め

る

こ

と

、

そ

の

小

規

模

事

業

者

を

支

え

る

支

援

体

制

を

強

化

す

る

こ

と

な

ど

、

支

援

の

充

実

を

図

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

れ

ま

で

も

、

小

規

模

事

業

者

支

援

法

に

基

づ

く

経

営

発

達

支

援

事

業

と

し

て

、

小

規

模

事

業

者

へ

の

伴

走

支

援

等

に

取

り

組

ん

で

き

た

と

こ

ろ

だ

が

、

今

後

、

よ

り

一

層

き

め

細

や

か

に

対

応

す

る

た

め

、

「

地

域

を

支

え

持

続

的

発

展

及

び

賃

上

げ

を

目

指

す

事

業

者

へ

の

支

援

」

に

加

え

て

、

「

成

長

志

向

の

事

業

者

の

創

出

メ

カ

ニ

ズ

ム

」

や

、

「

エ

ッ

セ

ン

シ

ャ

ル

・

サ

ー

ビ

ス

（

Ｅ

Ｓ

）

を

担

う

事

業

者

へ

の

支

援

」

に

向

け

た

取

組

み

を

検

討

し

、

経

営

発

達

支

援

事

業

に

お

け

る

施

策

体

系

の

再

構

築

を

進

め

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

、

①

成

長

志

向

の

小

規

模

事

業

者

を

創

出

す

る

メ

カ

ニ

ズ

ム

の

構

築

、

②

持

続

的

発

展

及

び

賃

上

げ

を

目

指

す

小

規

模

事

業

者

（

Ｅ

Ｓ

提

供

者

含

む

）

へ

の

経

営

管

理

能

力

の

高

度

化

に

向

け

た

支

援

強

化

な

ど

の

方

向

性

を

示

し

て

い

る

。

　

例

え

ば

①

で

は

、

経

営

管

理

能

力

の

高

度

化

と

経

営

改

革

を

図

る

た

め

に

、

商

工

会

・

商

工

会

議

所

の

経

営

指

導

員

に

よ

る

伴

走

支

援

を

必

須

と

し

、

「

成

長

志

向

の

経

営

計

画

（

仮

称

）

」

を

「

宣

言

」

す

る

仕

組

み

を

構

築

、

「

宣

言

」

事

業

者

の

挑

戦

的

取

組

み

に

対

す

る

補

助

金

等

の

優

先

措

置

や

、

将

来

的

な

プ

ロ

パ

ー

融

資

の

増

加

を

見

据

え

た

地

域

金

融

機

関

と

の

連

携

促

進

を

検

討

す

る

。

　

②

で

は

、

小

売

業

等

の

Ｅ

Ｓ

を

担

う

小

規

模

事

業

者

の

事

業

継

続

に

向

け

、

今

国

会

に

提

案

さ

れ

た

産

業

競

争

力

強

化

法

改

正

法

案

の

枠

組

み

を

活

用

し

つ

つ

、

支

援

の

実

効

性

を

高

め

る

た

め

、

小

規

模

事

業

者

支

援

法

に

基

づ

く

経

営

発

達

支

援

事

業

に

お

い

て

認

定

Ｅ

Ｓ

支

援

機

関

と

し

て

Ｅ

Ｓ

提

供

事

業

者

へ

の

重

点

的

な

支

援

を

位

置

づ

け

、

常

駐

型

の

専

門

家

派

遣

を

可

能

と

す

る

措

置

、

認

定

さ

れ

た

事

業

者

へ

の

補

助

金

の

優

先

措

置

な

ど

を

検

討

す

る

。

　

同

庁

で

は

検

討

会

の

中

間

と

り

ま

と

め

を

受

け

、

今

後

、

必

要

な

措

置

や

施

策

の

具

体

化

を

進

め

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

は

５

月

�

日

、

「

ス

ピ

ン

オ

フ

」

の

活

用

に

関

す

る

手

引

き

（

制

度

編

）

を

改

訂

し

た

。

こ

れ

は

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

パ

ー

シ

ャ

ル

ス

ピ

ン

オ

フ

税

制

の

要

件

が

見

直

さ

れ

た

こ

と

に

伴

う

も

の

。

　

８

年

度

税

制

改

正

で

は

、

自

社

が

経

営

資

源

を

集

中

さ

せ

る

べ

き

事

業

に

専

念

し

、

成

長

発

展

を

図

る

た

め

、

要

件

を

見

直

す

と

と

も

に

、

企

業

に

よ

る

事

業

ポ

ー

ト

フ

ォ

リ

オ

組

替

え

の

不

断

の

検

討

の

た

め

の

環

境

整

備

と

し

て

、

期

限

の

定

め

の

な

い

措

置

と

な

っ

た

。

　

手

引

き

の

改

訂

で

は

、

パ

ー

シ

ャ

ル

ス

ピ

ン

オ

フ

税

制

の

概

要

や

根

拠

条

文

の

更

新

、

要

件

の

見

直

し

に

伴

う

申

請

書

類

や

添

付

書

類

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

の

更

新

、

そ

の

他

、

条

ズ

レ

な

ど

の

修

正

が

行

わ

れ

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事

業者向け電気通信利用役務の提供」（例：「インターネット広

告の配信」等）については仕入税額控除の対象になりますが、

同時に特定課税仕入れとして「リバースチャージ方式」の対象

とされ、国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の

提供に係る支払対価の額を課税標準として、役務の提供を受け

た事業者が消費税の申告・納税を行います（消法５①、�②、

�①）。すなわち、リバースチャージ方式とは、役務の提供を

行った国外事業者を一切関与させずに、役務の提供を受けた国

内事業者において支払対価の額と同額の課税売上げを計上する

ことにより、仕入控除税額を相殺するという仕組みであること

から、国外事業者からインボイスが交付されることはありませ

ん。このため、役務の提供を受けた国内事業者においては、一

定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除ができま

す（消法�⑦）。

　これに対し、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務

の提供以外の電気通信利用役務の提供（いわゆる「消費者向け

電気通信利用役務の提供」）（例：「電子書籍・音楽の配信」

等）について仕入税額控除の適用を受けるためには、売手であ

る国外事業者から交付を受けたインボイス（そのインボイスの

記載事項に係る電子データを含みます。）の保存が必要です（消

法�⑦）。

　また、国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供

について、インボイスの保存がない場合に、インボイス発行事

業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合（�％・

�％・�％・�％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置

の適用を受けることはできませんが（改正令附則�）、少額特

例（一定規模以下の事業者が、令和５年�月１日から令和�年

９月�日までの間に行う税込み１万円未満である課税仕入れに

ついて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税

額控除の適用を受けることができる経過措置）の適用を受ける

ことはできます（�年改正法附則�の２、改正令附則�の２①）。

　なお、消費者向け電気通信利用役務の提供がプラットフォー

ム課税の対象となる場合には、第一種プラットフォーム事業者

が自身の登録番号を記載したインボイスを交付しなければなら

ないこととされていますから（消法�の４①）、第一種プラッ

トフォーム事業者から交付を受けたインボイスを保存する必要

があります（消法�⑦）。

　また、消費者向け電気通信利用役務の提供については、通常、

不特定かつ多数の者に対して提供することが予定されているも

のであるため、簡易インボイスが交付できる事業に該当します

（消法�の４②）。

　

所

得

税

法

上

の

各

種

所

得

の

所

得

金

額

は

、

包

括

的

所

得

概

念

の

下

、

純

資

産

の

増

加

額

等

で

あ

り

、

具

体

的

に

は

、

事

業

所

得

の

よ

う

な

事

業

性

の

所

得

金

額

に

つ

い

て

は

、

そ

の

年

中

の

純

収

入

金

額

か

ら

必

要

経

費

を

控

除

し

て

算

定

さ

れ

る

。

と

こ

ろ

が

、

給

与

所

得

に

つ

い

て

は

、

そ

の

年

中

の

収

入

金

額

か

ら

法

定

の

給

与

所

得

控

除

額

を

控

除

し

て

算

定

さ

れ

る

。

　

こ

の

よ

う

な

定

額

控

除

制

度

は

、

給

与

所

得

者

数

が

膨

大

で

、

そ

の

必

要

経

費

が

正

確

に

算

定

し

難

い

こ

と

も

あ

っ

て

、

一

面

で

は

給

与

所

得

者

の

便

宜

を

図

る

制

度

と

も

言

え

る

が

、

源

泉

徴

収

制

度

と

相

ま

っ

て

税

収

を

早

期

か

つ

確

実

に

徴

収

す

る

た

め

の

国

庫

の

要

請

す

る

と

こ

ろ

が

大

き

い

。

　

し

か

し

、

前

述

の

必

要

経

費

と

給

与

所

得

控

除

額

と

の

間

に

相

応

に

バ

ラ

ン

ス

し

て

い

れ

ば

良

い

の

で

あ

る

が

、

そ

の

バ

ラ

ン

ス

が

崩

れ

る

と

、

平

等

原

則

（

憲

法

�

条

）

に

反

す

る

と

い

う

こ

と

で

、

違

憲

訴

訟

が

惹

起

さ

れ

る

。

こ

の

訴

訟

に

関

し

て

最

も

注

目

さ

れ

て

き

た

の

が

、

同

志

社

大

学

の

大

島

教

授

が

提

起

し

た

大

島

訴

訟

で

あ

る

。

こ

の

事

件

で

は

、

同

教

授

は

、

昭

和

�

年

の

給

与

収

入

が

約

１

７

０

万

円

で

給

与

所

得

控

除

額

が

�

万

５

０

０

０

円

で

あ

っ

た

が

、

こ

れ

で

は

十

分

な

研

究

費

も

賄

え

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

当

該

制

度

が

憲

法

�

条

に

違

反

す

る

等

を

主

張

し

た

。

こ

の

訴

訟

に

関

し

て

は

、

他

の

給

与

所

得

者

（

勤

労

者

）

の

共

感

を

呼

び

、

労

働

問

題

に

も

発

展

し

、

社

会

的

に

も

非

常

に

注

目

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

そ

し

て

、

最

終

的

に

は

、

最

高

裁

昭

和

�

年

３

月

�

日

大

法

廷

判

決

が

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

た

こ

と

に

よ

り

、

決

着

を

見

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

「

思

う

に

、

租

税

は

、

今

日

で

は

、

国

家

の

財

政

需

要

を

充

足

す

る

と

い

う

本

来

の

機

能

に

加

え

、

所

得

の

再

分

配

、

資

源

の

適

正

配

分

、

景

気

の

調

整

等

の

諸

機

能

を

も

有

し

て

お

り

、

国

民

の

租

税

負

担

を

定

め

る

に

つ

い

て

、

財

政

・

経

済

・

社

会

政

策

等

の

国

政

全

般

か

ら

の

総

合

的

な

政

策

判

断

を

必

要

と

す

る

ば

か

り

で

な

く

、

課

税

要

件

等

を

定

め

る

に

つ

い

て

、

極

め

て

専

門

技

術

的

な

判

断

を

必

要

と

す

る

こ

と

も

明

ら

か

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

租

税

法

の

定

立

に

つ

い

て

は

、

国

家

財

政

、

社

会

経

済

、

国

民

所

得

、

国

民

生

活

等

の

実

態

に

つ

い

て

の

正

確

な

資

料

を

基

礎

と

す

る

立

法

府

の

政

策

的

、

技

術

的

な

判

断

に

ゆ

だ

ね

る

ほ

か

は

な

く

、

裁

判

所

は

、

基

本

的

に

は

そ

の

裁

量

的

判

断

を

尊

重

せ

ざ

る

を

得

な

い

も

の

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

租

税

法

の

分

野

に

お

け

る

所

得

の

性

質

の

違

い

等

を

理

由

と

す

る

取

扱

い

の

区

別

は

、

そ

の

立

法

目

的

が

正

当

な

も

の

で

あ

り

、

か

つ

、

当

該

立

法

に

お

い

て

具

体

的

に

採

用

さ

れ

た

区

別

の

態

様

が

右

目

的

と

の

関

連

で

著

し

く

不

合

理

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

で

な

い

限

り

、

そ

の

合

理

性

を

否

定

す

る

こ

と

が

で

き

ず

、

こ

れ

を

憲

法

�

条

１

項

の

規

定

に

違

反

す

る

も

の

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

も

の

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

（

中

略

）

以

上

の

と

お

り

で

あ

る

か

ら

、

旧

所

得

税

法

が

必

要

経

費

の

控

除

に

つ

い

て

事

業

所

得

者

等

と

給

与

所

得

者

と

の

間

に

設

け

た

前

記

の

区

別

は

、

合

理

的

な

も

の

で

あ

り

、

憲

法

�

条

１

項

の

規

定

に

違

反

す

る

も

の

で

は

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

」

　

か

く

し

て

、

こ

の

判

決

は

、

大

法

廷

で

下

さ

れ

た

こ

と

も

あ

っ

て

、

租

税

法

の

違

憲

審

査

の

範

囲

を

決

定

す

る

基

準

と

な

り

、

重

要

な

判

例

法

と

し

て

機

能

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

そ

し

て

、

裁

判

所

が

、

租

税

法

の

違

憲

判

断

に

つ

い

て

、

極

め

て

慎

重

（

消

極

的

）

に

な

っ

た

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

前

回

紹

介

し

た

各

判

決

の

対

象

に

な

っ

た

法

律

の

よ

う

に

、

「

立

法

府

の

政

策

的

、

技

術

的

な

判

断

」

が

常

に

合

理

性

が

あ

る

と

は

限

ら

な

い

わ

け

で

あ

る

。

ま

た

、

「

税

制

は

政

治

な

り

」

と

言

わ

れ

る

と

こ

ろ

、

近

時

の

よ

う

に

政

治

が

不

安

定

に

な

っ

て

い

る

時

に

は

、

租

税

法

の

立

法

に

当

た

っ

て

、

「

合

理

性

よ

り

も

政

治

的

圧

力

」

が

優

先

さ

れ

る

場

合

が

多

く

な

っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

も

あ

る

。

　

さ

す

れ

ば

、

前

述

の

大

島

判

決

に

つ

い

て

も

、

そ

の

後

の

事

件

に

関

与

す

る

各

裁

判

官

は

、

大

法

廷

判

決

で

あ

る

か

ら

と

い

っ

て

金

科

玉

条

的

に

盲

従

す

る

の

で

は

な

く

、

個

々

の

立

法

内

容

に

つ

い

て

冷

静

に

判

断

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

現

に

、

前

回

紹

介

し

た

租

税

特

別

措

置

法

�

条

の

４

に

つ

い

て

は

、

そ

の

時

の

最

高

裁

判

所

も

合

理

性

を

認

め

た

も

の

の

、

立

法

当

局

は

、

合

理

的

で

は

な

い

か

ら

廃

止

し

た

と

こ

ろ

で

も

あ

る

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

判

例

（

法

）

は

、

絶

対

的

な

も

の

で

は

な

く

、

そ

の

内

容

に

応

じ

て

い

ず

れ

変

更

さ

れ

る

こ

と

も

銘

記

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

事

業

経

営

者

や

経

理

担

当

者

に

と

っ

て

不

可

欠

な

税

と

社

会

保

険

の

知

識

を

、

体

系

的

か

つ

簡

潔

に

整

理

し

た

一

冊

。

税

務

大

学

校

研

究

部

出

身

の

税

理

士

が

中

心

と

な

り

「

知

り

た

い

こ

と

が

す

ぐ

分

か

る

」

こ

と

を

重

視

し

て

編

纂

。

　

所

得

税

、

法

人

税

、

消

費

税

、

相

続

税

、

贈

与

税

及

び

地

方

税

な

ど

主

要

税

目

に

つ

い

て

、

「

納

税

義

務

者

」

「

課

税

物

件

」

「

課

税

標

準

」

「

税

額

計

算

・

税

率

」

「

申

告

・

納

付

」

の

共

通

項

目

で

整

理

し

、

横

断

的

か

つ

実

務

に

役

立

つ

理

解

を

促

す

と

と

も

に

、

経

理

担

当

者

・

事

業

経

営

者

・

士

業

の

方

に

と

っ

て

、

机

上

・

携

帯

の

双

方

で

活

用

で

き

る

〝

外

部

記

憶

装

置

〟

と

し

て

、

携

行

し

や

す

い

コ

ン

パ

ク

ト

な

構

成

を

採

用

。

　

図

表

や

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

を

多

数

活

用

し

、

重

要

点

に

ポ

イ

ン

ト

を

絞

り

つ

つ

網

羅

的

に

解

説

、

実

務

に

即

し

た

必

携

書

と

し

て

、

ま

た

租

税

法

の

入

門

書

・

復

習

書

と

し

て

幅

広

く

活

用

可

能

。

　

実

務

に

役

立

つ

充

実

の

巻

末

資

料

と

し

て

、

源

泉

徴

収

税

額

表

、

耐

用

年

数

表

、

土

地

評

価

の

調

整

率

表

、

印

紙

税

額

一

覧

表

、

登

録

免

許

税

額

表

、

各

種

保

険

料

率

表

、

年

金

保

険

料

額

表

な

ど

を

掲

載

。

　

Ａ

５

判

、

５

２

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

５

３

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

個

人

で

あ

る

請

求

人

が

所

有

す

る

土

地

の

賃

料

を

賃

借

人

が

法

人

口

座

に

振

り

込

み

、

法

人

が

賃

料

を

申

告

も

、

賃

料

は

請

求

人

に

帰

属

す

る

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

自

身

の

所

有

す

る

土

地

の

賃

貸

か

ら

生

ず

る

賃

料

収

入

を

不

動

産

所

得

に

含

め

ず

に

所

得

税

等

の

確

定

申

告

を

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

同

賃

料

は

請

求

人

に

帰

属

す

る

収

益

で

あ

る

な

ど

と

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

同

賃

料

は

請

求

人

が

代

表

取

締

役

を

務

め

て

い

た

法

人

に

帰

属

す

る

収

益

で

あ

り

、

自

身

に

帰

属

す

る

収

益

で

は

な

い

な

ど

と

し

て

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

同

賃

料

が

法

人

の

預

金

口

座

に

振

り

込

ま

れ

て

い

る

と

し

て

も

、

一

次

的

に

は

真

実

の

賃

貸

人

で

あ

る

請

求

人

が

収

益

を

享

受

し

て

い

る

と

し

て

、

当

該

収

益

は

請

求

人

に

帰

属

す

る

と

し

た

処

分

は

適

法

だ

っ

た

と

判

断

し

た

（

令

和

７

年

４

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

本

件

土

地

を

平

成

４

年

５

月

ま

で

に

売

買

や

相

続

に

よ

り

取

得

し

、

令

和

６

年

２

月

�

日

に

自

身

の

子

に

贈

与

し

た

。

　

本

件

法

人

は

、

土

木

建

築

工

事

の

設

計

、

施

工

お

よ

び

請

負

な

ど

を

目

的

と

し

て

設

立

さ

れ

た

法

人

で

、

設

立

以

降

、

請

求

人

が

代

表

取

締

役

に

就

任

し

て

い

た

が

、

平

成

�

年

４

月

�

日

以

降

、

請

求

人

の

妻

が

代

表

取

締

役

に

就

任

し

て

い

る

。

　

請

求

人

は

�

年

８

月

�

日

付

で

Ａ

社

と

の

間

で

、

請

求

人

を

賃

貸

人

、

Ａ

社

を

賃

借

人

と

す

る

土

地

賃

貸

借

契

約

書

を

取

り

交

わ

し

、

本

件

土

地

に

係

る

賃

貸

借

契

約

を

締

結

し

た

。

同

契

約

書

で

は

、

請

求

人

が

Ａ

社

に

本

件

土

地

を

賃

貸

す

る

こ

と

、

Ａ

社

は

コ

ン

ビ

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

ア

事

業

の

用

に

供

す

る

建

物

を

所

有

す

る

た

め

本

件

土

地

を

使

用

す

る

こ

と

、

賃

貸

借

期

間

は

土

地

の

引

渡

し

が

行

わ

れ

た

日

か

ら

�

年

と

す

る

こ

と

、

賃

料

は

そ

の

増

減

に

つ

い

て

賃

貸

借

期

間

が

満

３

年

を

経

過

す

る

こ

と

に

、

請

求

人

と

Ａ

社

が

協

議

を

行

い

、

こ

れ

を

改

定

す

る

こ

と

な

ど

が

記

載

さ

れ

て

い

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

土

地

の

賃

貸

借

に

係

る

賃

料

の

振

込

先

を

請

求

人

名

義

の

預

金

口

座

（

本

件

個

人

口

座

）

と

す

る

旨

を

記

載

し

た

平

成

�

年

６

月

�

日

付

の

振

込

依

頼

書

を

Ａ

社

に

提

出

し

た

。

Ａ

社

は

�

年

７

月

以

降

、

本

件

賃

料

な

ど

を

本

件

個

人

口

座

に

振

り

込

ん

で

い

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

賃

料

の

振

込

先

を

本

件

法

人

名

義

の

預

金

口

座

（

本

件

法

人

口

座

）

と

す

る

旨

を

記

載

し

た

�

年

６

月

�

日

付

の

振

込

依

頼

書

を

Ａ

社

に

提

出

し

た

。

こ

れ

を

受

け

て

、

Ａ

社

は

�

年

７

月

以

降

、

本

件

賃

料

な

ど

を

本

件

法

人

口

座

に

振

り

込

む

こ

と

と

し

た

。

　

本

件

法

人

は

令

和

２

年

７

月

期

、

３

年

７

月

期

、

４

年

７

月

期

、

５

年

７

月

期

の

本

件

各

事

業

年

度

の

法

人

税

に

つ

い

て

、

い

ず

れ

も

本

件

賃

料

な

ど

を

地

代

収

入

と

し

て

売

上

高

に

計

上

し

、

確

定

申

告

し

た

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

は

５

年

９

月

�

日

、

請

求

人

の

２

年

分

、

３

年

分

、

４

年

分

（

本

件

各

年

分

）

の

所

得

税

等

に

係

る

調

査

を

開

始

。

原

処

分

庁

は

本

件

調

査

に

基

づ

き

、

６

年

５

月

�

日

付

で

、

本

件

賃

料

が

請

求

人

に

帰

属

す

る

収

益

で

あ

る

と

し

て

、

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

の

各

更

正

処

分

お

よ

び

過

少

申

告

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

（

あ

わ

せ

て

更

正

処

分

等

）

を

し

た

。

　

争

点

は

本

件

賃

料

が

請

求

人

に

帰

属

す

る

収

益

か

否

か

な

ど

。

請

求

人

の

主

張

　

請

求

人

は

、

本

件

土

地

の

所

有

者

で

あ

り

、

Ａ

社

と

の

間

で

本

件

賃

貸

借

契

約

を

締

結

し

て

い

た

が

、

①

�

年

７

月

以

降

、

本

件

賃

料

は

本

件

法

人

口

座

に

振

り

込

ま

れ

て

い

る

こ

と

、

②

本

件

法

人

は

本

件

賃

料

を

原

資

と

し

て

事

業

を

経

営

し

て

お

り

、

�

年

７

月

期

以

降

の

法

人

税

に

つ

い

て

本

件

賃

料

を

本

件

法

人

に

帰

属

す

る

収

益

と

し

て

申

告

お

よ

び

納

税

し

、

本

件

各

事

業

年

度

に

お

い

て

も

同

様

で

あ

る

こ

と

、

③

本

件

賃

料

は

本

件

法

人

か

ら

請

求

人

に

流

用

等

し

て

い

な

い

こ

と

、

④

請

求

人

は

本

件

賃

料

の

振

込

先

を

本

件

法

人

口

座

に

変

更

す

る

前

の

期

間

に

つ

い

て

、

本

件

賃

料

を

請

求

人

に

帰

属

す

る

収

益

と

し

て

申

告

し

て

お

り

、

本

件

賃

料

の

帰

属

を

明

確

に

し

て

い

る

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

本

件

賃

料

は

本

件

法

人

に

帰

属

す

る

収

益

で

あ

り

、

請

求

人

に

は

帰

属

し

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

各

年

分

に

お

い

て

も

、

請

求

人

は

本

件

賃

貸

借

契

約

に

基

づ

き

本

件

土

地

を

Ａ

社

に

賃

貸

し

、

Ａ

社

は

そ

の

対

価

と

し

て

本

件

賃

料

を

支

払

っ

て

お

り

、

本

件

賃

料

の

振

込

先

を

本

件

法

人

口

座

に

変

更

し

た

後

も

、

請

求

人

が

Ａ

社

と

の

間

で

本

件

賃

料

の

改

定

に

つ

い

て

合

意

を

し

て

い

た

と

認

め

ら

れ

る

。

　

本

件

各

年

分

に

お

け

る

本

件

土

地

の

所

有

者

は

い

ず

れ

も

請

求

人

で

あ

り

、

請

求

人

は

自

身

が

契

約

主

体

と

な

っ

て

Ａ

社

と

の

間

で

本

件

賃

貸

借

契

約

を

締

結

し

た

上

で

、

�

年

７

月

�

日

か

ら

本

件

土

地

の

賃

貸

を

開

始

し

て

お

り

、

本

件

各

年

分

に

お

い

て

も

Ａ

社

は

本

件

賃

貸

借

契

約

に

基

づ

い

て

本

件

土

地

を

使

用

し

、

そ

の

対

価

と

し

て

本

件

賃

料

を

支

払

っ

て

い

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

当

審

判

所

の

調

査

お

よ

び

審

理

の

結

果

に

よ

っ

て

も

、

本

件

土

地

の

所

有

や

本

件

賃

貸

借

契

約

の

契

約

主

体

に

よ

っ

て

、

請

求

人

が

単

な

る

名

義

人

で

あ

る

こ

と

を

う

か

が

わ

せ

る

事

情

も

見

当

た

ら

な

い

。

　

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

は

本

件

各

年

分

に

お

い

て

、

本

件

土

地

の

所

有

者

で

あ

り

、

か

つ

、

賃

貸

人

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

か

ら

、

本

件

賃

料

は

請

求

人

に

帰

属

す

る

収

益

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

。

　

請

求

人

は

①

～

④

の

と

お

り

主

張

す

る

。

こ

の

点

、

賃

貸

収

入

の

帰

属

は

賃

貸

借

契

約

の

真

実

の

賃

貸

人

が

誰

で

あ

る

か

に

よ

っ

て

判

断

す

べ

き

も

の

と

解

さ

れ

る

か

ら

、

真

実

の

賃

貸

人

が

当

該

収

入

に

係

る

収

益

を

自

己

以

外

の

も

の

の

た

め

に

使

用

し

た

と

し

て

も

、

一

次

的

に

は

真

実

の

賃

貸

人

が

収

益

を

享

受

し

て

い

る

も

の

と

し

て

、

当

該

収

益

は

同

人

に

帰

属

す

る

と

み

る

べ

き

で

、

本

件

法

人

は

二

次

的

に

当

該

収

益

の

分

配

に

あ

ず

か

っ

て

い

る

に

す

ぎ

な

い

と

認

め

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

社

長

の

机

の

中

身

を

２

階

に

上

げ

る

と

、

ぶ

つ

杉

江

は

物

読

み

を

は

じ

め

た

。

　

杉

江

は

、

社

長

が

記

帳

し

て

い

た

出

納

簿

を

集

計

し

て

み

て

驚

い

た

。

　

自

動

販

売

機

の

売

上

が

、

５

期

合

計

で

、

１

千

万

を

超

え

た

か

ら

だ

。

会

社

周

辺

の

開

発

が

進

ん

だ

直

近

の

１

年

間

は

、

２

５

０

万

円

に

も

及

ん

で

い

た

。

　

物

読

み

を

終

え

た

杉

江

は

、

そ

れ

ま

で

ず

っ

と

黙

し

、

杉

江

の

手

元

を

じ

っ

と

見

て

い

た

社

長

に

向

か

い

、

口

を

開

い

た

。

「

御

社

の

本

業

は

運

送

業

な

の

で

、

自

販

機

販

売

は

、

い

わ

ば

副

業

。

で

す

か

ら

、

今

回

の

こ

と

は

雑

収

入

と

呼

び

ま

す

が

―

―

」

　

社

長

が

深

く

頷

く

と

、

杉

江

は

続

け

た

。

「

私

は

ま

わ

り

く

ど

い

の

が

好

き

で

は

な

い

の

で

、

は

っ

き

り

申

し

上

げ

ま

す

が

、

こ

の

一

連

の

処

理

は

、

契

約

当

初

か

ら

雑

収

入

を

除

外

し

よ

う

と

決

め

て

や

っ

て

い

た

ん

じ

ゃ

な

い

の

で

す

か

。

つ

ま

り

、

不

正

を

意

図

し

て

、

す

べ

て

の

処

理

を

し

て

い

た

の

で

は

な

い

の

で

す

か

。

経

理

を

知

ら

な

い

人

な

ら

い

ざ

知

ら

ず

、

簿

記

の

専

門

家

の

先

生

な

ら

、

間

違

え

よ

う

が

な

い

。

ど

う

で

す

？

」

「

…

…

」

「

だ

か

ら

、

あ

ら

か

じ

め

は

っ

き

り

さ

せ

た

い

の

で

す

。

不

正

を

意

図

し

て

や

っ

た

の

と

、

う

っ

か

り

ミ

ス

で

や

っ

た

の

と

で

は

、

税

務

上

の

処

分

が

ま

っ

た

く

異

な

る

か

ら

で

す

。

　

不

正

な

ら

重

加

算

税

の

対

象

、

う

っ

か

り

ミ

ス

な

ら

過

少

申

告

加

算

税

の

対

象

。

つ

ま

り

、

前

者

は

ペ

ナ

ル

テ

ィ

が

重

い

の

で

す

」

「

仕

方

あ

り

ま

せ

ん

」

「

社

長

さ

ん

、

仕

方

な

い

と

は

、

ど

う

い

う

・

・

・

・

こ

と

で

す

。

何

か

異

論

が

あ

れ

ば

、

今

こ

こ

で

は

っ

き

り

と

、

私

に

お

っ

し

ゃ

っ

て

く

だ

さ

い

。

こ

の

場

に

は

、

社

長

さ

ん

と

私

、

２

人

だ

け

し

か

い

ま

せ

ん

か

ら

」

　

社

長

は

、

メ

モ

を

取

っ

て

い

た

手

を

止

め

る

と

、

自

分

の

手

の

甲

を

じ

っ

と

見

つ

め

、

し

ゅ

ん

じ

ゅ

ん

何

か

を

深

く

逡

巡

し

始

め

た

。

　

そ

の

様

子

か

ら

杉

江

に

は

、

不

正

の

大

河

の

淵

に

立

ち

、

社

長

が

、

重

要

な

決

断

を

下

そ

う

と

し

て

い

る

よ

う

に

も

見

え

た

。

　

杉

江

の

中

で

、

別

の

自

分

の

声

が

し

た

。

〝

父

さ

ん

、

黙

っ

て

な

い

で

、

思

っ

て

い

る

こ

と

を

、

そ

の

ま

ま

告

げ

て

く

れ

。

人

が

ど

う

思

い

、

捉

え

よ

う

が

、

そ

ん

な

こ

と

は

問

題

じ

ゃ

な

い

。

い

つ

も

そ

う

言

っ

て

た

じ

ゃ

な

い

か

�

〟

―

―

と

、

そ

の

時

だ

っ

た

。

「

異

論

は

あ

り

ま

せ

ん

。

一

連

の

処

理

が

不

正

だ

と

調

査

官

が

お

っ

し

ゃ

る

の

な

ら

、

そ

う

、

不

正

を

私

は

し

た

の

で

す

。

　

実

に

、

情

け

な

い

こ

と

で

す

―

―

」

「

じ

ゃ

あ

お

聞

き

し

ま

す

が

、

不

正

で

得

た

金

は

、

ど

う

し

た

ん

で

す

か

」

「

次

な

る

仕

入

れ

に

ま

わ

し

、

残

っ

た

分

は

、

不

定

期

で

す

が

、

私

が

Ａ

Ｔ

Ｍ

で

引

き

出

し

、

使

っ

て

い

ま

し

た

」

「

具

体

的

に

は

、

何

に

で

す

か

？

」

「

得

意

先

や

仕

事

を

く

れ

そ

う

な

会

社

の

営

業

マ

ン

の

接

待

に

、

使

っ

て

い

ま

し

た

」

「

ど

こ

の

、

誰

で

す

。

具

体

的

に

教

え

て

も

ら

え

ま

せ

ん

か

」

「

そ

れ

は

ご

容

赦

く

だ

さ

い

な

。

な

ん

せ

相

手

に

迷

惑

が

掛

か

っ

て

し

ま

っ

て

は

、

も

と

も

こ

も

な

い

。

そ

も

そ

も

仕

事

を

得

る

た

め

に

ご

接

待

し

た

の

で

す

か

ら

な

…

…

」

「

相

手

先

を

開

示

で

き

な

い

と

な

る

と

、

社

長

さ

ん

が

社

用

で

使

っ

た

の

か

、

私

的

な

遊

興

費

と

し

て

使

っ

た

の

か

が

判

然

と

し

な

い

。

後

者

で

あ

れ

ば

、

社

長

さ

ん

へ

の

賞

与

と

し

て

認

定

す

る

こ

と

に

も

な

り

か

ね

な

い

。

　

そ

の

場

合

、

会

社

の

法

人

税

・

消

費

税

に

加

え

て

、

社

長

さ

ん

個

人

の

所

得

、

つ

ま

り

認

定

賞

与

と

し

て

、

源

泉

所

得

税

を

も

支

払

っ

て

も

ら

う

こ

と

に

な

り

ま

す

が

」

〝

そ

れ

は

困

り

ま

す

な

〟

杉

江

は

目

の

前

の

社

長

が

、

そ

う

言

う

こ

と

を

期

待

し

た

。

「

仕

方

あ

り

ま

せ

ん

な

、

す

べ

て

、

私

が

し

で

の

ん

べ

い

か

し

た

こ

と

。

呑

兵

衛

の

私

も

楽

し

ん

だ

。

一

切

合

財

、

私

が

責

任

を

取

り

ま

す

わ

」

　

杉

江

は

心

の

中

で

何

か

違

和

感

を

覚

え

た

。

　

ほ

ん

の

数

分

前

ま

で

、

深

く

逡

巡

し

て

い

た

社

長

が

、

一

度

意

を

決

し

た

か

と

思

う

と

、

こ

う

で

い

あ

と

は

何

も

拘

泥

し

な

い

、

実

に

あ

っ

さ

り

と

し

た

対

応

に

変

わ

っ

た

か

ら

だ

。

　

た

だ

、

だ

か

ら

と

い

っ

て

、

開

き

直

っ

て

い

る

の

で

も

な

い

。

ま

た

、

俗

に

い

う

、

ま

て

い

な

板

の

鯉

と

い

っ

た

体

で

も

な

い

の

だ

。

　

あ

え

て

言

え

ば

、

こ

う

し

て

処

さ

れ

る

こ

と

が

満

足

で

あ

り

、

そ

う

な

る

こ

と

を

喜

ん

で

い

る

か

の

よ

う

に

見

え

さ

え

も

す

る

。

　

こ

れ

は

い

っ

た

い

何

な

ん

だ

ろ

う

…

…

？

　

杉

江

の

目

の

前

の

社

長

が

、

ほ

ん

の

わ

ず

か

笑

み

を

浮

か

べ

た

気

が

し

た

。

　公益信託は、行政庁の認可を受けなければ効力を生

じない。今回から認可を受けるための基準について「公

益信託認可等ガイドライン（以下「ＧＬ」と略す）」を基

に見ていく。公益信託認可基準は、公益信託に関する

法律（以下「法」という）第８条に定められている。今回

は、そのうち公益信託事務に関するものを見ていく。

　○公益事務を行うことのみを目的とするものである

こと（法８一）

　○委託者、受託者、信託管理人（これらの親族等を

含む）や株式会社その他の営利事業を営む者等に特別

の利益を与えないこと（法８五、六）

　○投機的な取引や高利融資等の公益信託の社会的信

用を維持する上でふさわしくない事業や公序良俗を害

するおそれのある事業を行わないこと（法８七）

【公益事務該当性】

　公益信託の事務が、公益事務に該当するか、すなわ

ち不特定多数の者の利益の増進に寄与し、法別表各号

の目的に寄与するかを認定するには、公益事務の質（専

門性や公正性、不利益発生の排除）が確保され、受益

の機会が公開されていることなどの要件を満たすこと

が求められる（ＧＬ第２章第１節第１）。

【受益の機会について】

　応募要件・参加要件を、特定の属性を有する者や特

定の集団に限定する場合には、条件を付す理由、当該

条件によっても不特定多数の者の利益の増進に寄与す

ることの説明が必要となる。受益の機会が限定されて

いても、その限定に合理性があり、最終的に利益が不

特定多数の者に及ぶことについて合理的説明があれ

ば、問題ないとされる。例えば、患者数の少ない病気

の研究への助成など。（ＧＬ第２章第１節第２―２⑶）

　助成先をあらかじめ指定して寄附を募り、当該寄附

を財源として助成を行う手法が近年増加しているが、

委託者があらかじめ助成先を指定して公益信託を設定

することは、「受益者の定めのない信託」といえるか

否か、必要な信託財産が確保されているか、存続期間

を通じて公益信託事務を処理することが見込まれるか

等の観点から慎重に審査される。即否定されるわけで

はないが、寄附が集まらなかった場合の対応や集まっ

た寄附を助成以外の手数料等に使用する場合の算定が

合理的か等の説明が必要になる。（ＧＬ第２章第１節

第３―６⑵）

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　資産税ではちょっとした前提条件（基礎事実）が異

なるだけで、結論が正反対になることも珍しくありま

せん。例えば、次の事例はどのように取り扱えばよい

のでしょうか。

【事例】建物取壊費用見積額の債務控除の可否

　借地人に係る借地期間中における債務不履行（地代

不払い）により、借地上の家屋の取り壊しを伴う立退

きが判決により確定していた場合において、当該家屋

の取り壊しに着手する前に相続開始があったときの合

理的な取壊費用の見積額を債務計上できますか。

　上記のような相続税・贈与税の申告実務における微

妙な法令解釈力が必要とされる何例かの事例を確認し

ます。

大　阪　【日時】

��年６月�日（金）�：�～�：�

※受付開始９：�、研修時間：６時間

【会場】

國民会館 �階（大阪市中央区大手前２－１

－２）

地下鉄「天満橋」駅／３番出口（大阪城方面

出口）／徒歩約３分

京阪電車「天満橋」駅／東出口／徒歩約６分

名古屋　【日時】

��年６月�日（水）�：�～�：�

※受付開始９：�、研修時間：６時間

【会場】

ＩＭＹビル（名古屋市東区葵３－７－�）

地下鉄東山線「千種」駅／１番出口／徒歩約

１分

地下鉄桜通線「車道」駅／３番出口／徒歩約

１分

講　師　税理士・笹岡宏保（ささおか・ひろやす）氏

昭和�年兵庫県神戸市出身。平成３年笹岡会

計事務所設立。現在、多くのクライアントの

税務申告代理を行っている一方、各税理士会

の「統一研修会」等の資産税の講師として活

躍している。

受講料　１名につき２０，０００円（税込・レジュメ代を含

む）

　　　　※「税のしるべ」購読者の方は、割引価格

　　　　１６，０００円（税込）となります。

テキスト　レジュメ。当日会場で配布いたしま

す。

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの申込フ

ォームよりお申込みください。

　千葉・成田税務署管内納税貯蓄組

合連合会（菊池辰夫会長）は５月�

日、京成ユーカリが丘駅周辺で消費

税・自動車税などの期限内納付を呼

び掛ける「納貯の日」街頭キャンペ

ーンを実施した＝写真。

　キャンペーンの冒頭、成田税務署

の山本忠成署長、佐倉県税事務所の

香取宏志所長、佐倉市の西田三十五

市長があいさつ。その後、同納連の

役員や会員、税務署・県税・市役所

の職員がノベルティグッズを通行人

に配布した。

　また、千葉県のマスコットキャラ

クターのチーバくんやイータくんも

応援に駆け付け、一緒に期限内納付

とともにキャッシュレス納付をＰＲ

した。

　

帝

国

デ

ー

タ

バ

ン

ク

は

こ

の

ほ

ど

、

人

手

不

足

に

対

す

る

企

業

の

動

向

調

査

（

２

０

２

６

年

４

月

）

を

取

り

ま

と

め

て

公

表

し

た

。

　

そ

れ

に

よ

る

と

、

正

社

員

の

人

手

不

足

を

感

じ

て

い

る

企

業

の

割

合

は

、

同

月

時

点

で

�

・

６

％

、

非

正

社

員

で

は

�

・

３

％

と

な

っ

て

い

る

。

業

種

別

で

は

「

情

報

サ

ー

ビ

ス

」

な

ど

７

業

種

が

６

割

以

上

と

な

っ

た

。

非

正

社

員

で

は

「

人

材

派

遣

・

紹

介

」

の

み

６

割

と

な

っ

た

。

　

正

社

員

の

不

足

を

感

じ

て

い

る

企

業

の

割

合

を

業

種

別

に

み

る

と

、

「

情

報

サ

ー

ビ

ス

」

が

�

・

７

％

で

最

も

高

か

っ

た

。

Ａ

Ｉ

の

普

及

や

Ｄ

Ｘ

化

に

関

す

る

案

件

の

増

加

が

み

ら

れ

、

企

業

か

ら

は

、

「

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

の

コ

ー

ド

生

成

を

Ａ

Ｉ

に

置

き

換

え

る

こ

と

で

単

純

な

作

業

者

需

要

は

減

っ

た

が

、

Ａ

Ｉ

の

生

成

し

た

コ

ー

ド

を

正

し

く

シ

ス

テ

ム

と

し

て

安

定

運

用

し

て

い

く

た

め

の

設

計

を

担

う

人

材

の

需

要

が

増

え

て

い

る

」

と

の

声

が

あ

っ

た

。

　

一

方

、

非

正

社

員

の

不

足

を

感

じ

て

い

る

企

業

の

割

合

を

業

種

別

に

み

る

と

、

「

人

材

派

遣

・

紹

介

」

が

�

・

０

％

で

最

も

高

い

。

非

正

社

員

で

唯

一

６

割

台

と

な

り

、

正

社

員

に

お

い

て

も

�

・

６

％

と

高

水

準

で

推

移

し

て

い

る

。

　

名

古

屋

国

税

局

は

５

月

�

日

、

同

局

会

議

室

で

東

海

地

域

日

本

産

酒

類

輸

出

促

進

連

絡

会

議

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

同

会

議

は

、

日

本

産

酒

類

の

総

合

的

な

輸

出

環

境

整

備

に

向

け

、

地

域

に

応

じ

た

取

組

み

を

実

施

で

き

る

よ

う

、

同

局

管

内

４

県

（

岐

阜

県

、

静

岡

県

、

愛

知

県

、

三

重

県

）

の

関

係

府

省

の

地

方

支

分

部

局

、

関

係

機

関

お

よ

び

地

方

自

治

体

等

と

の

情

報

交

換

と

恒

常

的

な

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

の

構

築

・

充

実

を

目

的

と

す

る

も

の

で

、

平

成

�

年

か

ら

毎

年

開

催

し

て

い

る

。

　

会

議

で

は

、

冒

頭

、

端

本

秀

夫

局

長

の

あ

い

さ

つ

が

あ

り

、

第

一

部

は

、

酒

類

業

界

に

お

け

る

輸

出

促

進

の

取

組

状

況

等

を

議

題

と

し

て

管

内

４

県

の

各

酒

造

組

合

会

長

か

ら

輸

出

拡

大

に

向

け

た

取

組

み

や

課

題

等

に

つ

い

て

説

明

が

あ

っ

た

。

　

引

き

続

き

、

第

二

部

で

は

、

各

参

加

機

関

か

ら

輸

出

等

に

関

す

る

施

策

や

、

こ

の

１

年

間

の

輸

出

環

境

整

備

に

向

け

た

取

組

事

例

等

に

つ

い

て

発

表

が

あ

っ

た

。

　

兵

庫

・

公

益

社

団

法

人

淡

路

納

税

協

会

（

三

津

久

直

会

長

）

、

淡

路

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

秦

紳

一

郎

会

長

）

、

淡

路

酒

造

組

合

（

久

田

浩

嗣

組

合

長

）

お

よ

び

淡

路

小

売

酒

販

組

合

（

阿

部

昌

弘

組

合

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

大

阪

国

税

局

酒

税

課

長

の

粟

田

哲

夫

氏

を

招

き

、

「

お

酒

の

特

別

講

義

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

当

日

は

、

来

賓

の

伊

藤

博

洲

本

税

務

署

長

を

は

じ

め

約

�

人

が

参

加

し

た

。

　

講

師

の

粟

田

課

長

は

、

「

国

税

庁

に

お

け

る

酒

類

行

政

～

酒

税

の

歴

史

と

酒

類

業

を

め

ぐ

る

最

近

の

取

組

等

～

」

と

題

し

、

国

税

庁

が

な

ぜ

酒

税

業

務

を

所

管

し

て

い

る

の

か

や

、

酒

税

が

基

幹

税

で

あ

っ

た

時

代

の

ほ

か

、

酒

類

の

地

理

的

表

示

（

Ｇ

Ｉ

）

制

度

、

日

本

産

酒

類

の

輸

出

促

進

の

取

組

、

大

阪

・

関

西

万

博

で

の

Ｐ

Ｒ

の

模

様

な

ど

最

近

の

取

組

を

説

明

さ

れ

た

。

　

　

ま

た

、

日

本

酒

・

ビ

ー

ル

・

ワ

イ

ン

と

合

う

料

理

な

ど

、

日

々

の

会

話

で

役

立

つ

酒

類

の

豆

知

識

な

ど

幅

広

く

話

さ

れ

た

。

　

参

加

者

は

非

常

に

興

味

深

く

聴

講

し

、

酒

類

行

政

に

つ

い

て

理

解

を

深

め

た

貴

重

な

機

会

と

な

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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